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第
三
章

競
争

第
三
・
一
条

目
的

こ
の
章
は
、
基
本
協
定
第
十
一
・
二
条
に
規
定
す
る
協
力
の
実
施
に
関
す
る
詳
細
及
び
手
続
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

第
三
・
二
条

定
義

こ
の
章
の
規
定
の
適
用
上
、

「
競
争
当
局
」
と
は
、

(a)

日
本
国
に
つ
い
て
は
、
公
正
取
引
委
員
会
又
は
そ
の
後
継
機
関
を
い
う
。

(i)

モ
ン
ゴ
ル
国
に
つ
い
て
は
、
公
正
競
争
・
消
費
者
保
護
庁
又
は
そ
の
後
継
機
関
を
い
う
。

(ii)
「
競
争
法
」
と
は
、

(b)

日
本
国
に
つ
い
て
は
、
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
四

(i)
号
）
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
独
占
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
並
び
に
そ
の
実
施
に
つ
い
て
定
め
る
命
令
及
び
規
則
並
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び
に
そ
れ
ら
の
改
正
を
い
う
。

モ
ン
ゴ
ル
国
に
つ
い
て
は
、
二
千
十
年
六
月
十
日
の
競
争
に
関
す
る
モ
ン
ゴ
ル
国
の
法
律
及
び
そ
の
実
施
に
つ
い
て

(ii)
定
め
る
規
則
並
び
に
そ
れ
ら
の
改
正
を
い
う
。

「
執
行
活
動
」
と
は
、
締
約
国
政
府
が
自
国
の
競
争
法
の
適
用
に
関
連
し
て
行
う
審
査
若
し
く
は
捜
査
又
は
手
続
を
い

(c)
い
、
次
の
も
の
を
含
ま
な
い
。

事
業
活
動
の
監
視
又
は
通
常
の
届
出
、
報
告
若
し
く
は
申
請
の
審
査

(i)

経
済
概
況
又
は
特
定
の
産
業
分
野
に
お
け
る
概
況
の
調
査
を
目
的
と
す
る
調
査
研
究
活
動

(ii)

第
三
・
三
条

通
報

１

一
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
は
、
自
国
の
法
令
に
適
合
す
る
限
り
に
お
い
て
、
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
に

対
し
、
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
の
重
要
な
利
益
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
と
認
め
る
自
国
政
府
の
執
行
活
動
に
つ

い
て
通
報
す
る
。

２

一
方
の
締
約
国
政
府
の
執
行
活
動
で
あ
っ
て
、
他
方
の
締
約
国
政
府
の
重
要
な
利
益
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
も

の
に
は
、
次
の
執
行
活
動
を
含
む
。
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当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
の
執
行
活
動
に
関
連
す
る
執
行
活
動

(a)

当
該
他
方
の
締
約
国
の
国
民
又
は
当
該
他
方
の
締
約
国
の
関
係
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
、
若
し
く
は
組
織
さ
れ
た

(b)
企
業
に
対
し
て
行
う
執
行
活
動

企
業
結
合
（
次
の

又
は

に
規
定
す
る
も
の
が
、
当
該
他
方
の
締
約
国
の
関
係
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
、
又
は

(c)

(i)

(ii)

組
織
さ
れ
た
企
業
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
関
す
る
執
行
活
動

当
事
者
の
一
又
は
二
以
上

(i)

当
事
者
の
一
又
は
二
以
上
を
支
配
す
る
企
業

(ii)
企
業
結
合
以
外
の
反
競
争
的
行
為
で
あ
っ
て
、
実
質
的
に
当
該
他
方
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
関
す
る
執

(d)
行
活
動

当
該
一
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
に
よ
り
、
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
が
要
求
し
、
奨
励
し
、
又
は
承
認
し
た
と

(e)
認
め
ら
れ
る
行
為
に
関
係
す
る
執
行
活
動

排
除
に
係
る
措
置
で
あ
っ
て
、
当
該
他
方
の
締
約
国
に
お
け
る
行
為
を
要
求
し
、
又
は
禁
止
す
る
も
の
を
含
む
執
行
活

(f)
動
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３

１
の
規
定
に
基
づ
く
通
報
は
、
一
方
の
締
約
国
政
府
の
執
行
活
動
が
他
方
の
締
約
国
政
府
の
重
要
な
利
益
に
影
響
を
及
ぼ

す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
当
該
一
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
が
了
知
し
た
場
合
に
は
、
当
該
一
方
の
締
約
国
の
法
令
に

反
し
な
い
こ
と
及
び
当
該
競
争
当
局
が
実
施
し
て
い
る
審
査
若
し
く
は
捜
査
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、

で
き
る
限
り
速
や
か
に
行
う
。

４

こ
の
条
の
規
定
に
基
づ
く
通
報
は
、
通
報
を
受
け
た
競
争
当
局
が
自
国
政
府
の
重
要
な
利
益
へ
の
影
響
に
つ
い
て
当
初
の

評
価
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
十
分
詳
細
な
内
容
を
伴
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
・
四
条

執
行
活
動
に
お
け
る
協
力

一
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
は
、
自
国
の
法
令
及
び
自
国
政
府
の
重
要
な
利
益
に
適
合
す
る
限
り
に
お
い
て
、
か
つ
、

自
己
の
合
理
的
に
利
用
可
能
な
資
源
の
範
囲
内
で
、
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
に
対
し
そ
の
執
行
活
動
に
つ
い
て
支
援

を
提
供
す
る
。

第
三
・
五
条

情
報
の
交
換

前
条
に
規
定
す
る
協
力
の
た
め
に
、
一
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
は
、
自
国
の
法
令
及
び
自
国
政
府
の
重
要
な
利
益
に

適
合
す
る
限
り
に
お
い
て
、
次
の
こ
と
を
行
う
。
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他
方
の
締
約
国
に
お
け
る
競
争
に
対
し
て
も
悪
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
と
認
め
る
反
競
争
的
行
為
に
関
係
す
る

(a)
自
己
の
執
行
活
動
に
つ
い
て
、
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
に
通
報
す
る
こ
と
。

他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
に
対
し
、
反
競
争
的
行
為
に
関
す
る
重
要
な
情
報
（
自
己
が
保
有
し
、
か
つ
、
そ
の

(b)
注
意
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
の
執
行
活
動
に
関
連

し
、
又
は
そ
の
執
行
活
動
を
正
当
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
提
供
す
る
こ
と
。

要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
章
の
規
定
に
従
い
、
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
に
対
し
、
自
己
が
保
有
す
る

(c)
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
の
執
行
活
動
に
関
連
す
る
も
の
を
提
供
す
る
こ
と
。

第
三
・
六
条

執
行
活
動
の
調
整

１

両
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
両
競
争
当
局
」
と
い
う
。
）
が
相
互
に
関
連
す
る
事
案
に
関
し

て
執
行
活
動
を
行
う
場
合
に
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

両
競
争
当
局
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
執
行
活
動
の
調
整
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

(a)

一
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
は
、
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
自
国
政

(b)
府
の
重
要
な
利
益
に
適
合
す
る
と
き
は
、
自
己
の
執
行
活
動
に
関
連
し
て
秘
密
の
情
報
を
提
供
し
た
者
に
対
し
、
当
該
情
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報
を
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
と
共
有
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
か
否
か
を
照
会
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
。

２

両
競
争
当
局
は
、
特
定
の
執
行
活
動
の
調
整
を
行
う
べ
き
か
否
か
を
検
討
す
る
に
当
た
り
、
特
に
次
の
要
素
を
考
慮
す

べ
き
で
あ
る
。

当
該
執
行
活
動
の
目
的
を
達
成
す
る
上
で
両
競
争
当
局
が
有
す
る
能
力
に
対
し
て
当
該
調
整
が
及
ぼ
す
効
果

(a)

当
該
執
行
活
動
に
必
要
な
情
報
を
入
手
す
る
上
で
両
競
争
当
局
が
有
す
る
相
対
的
な
能
力

(b)

い
ず
れ
か
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
が
、
関
連
す
る
反
競
争
的
行
為
に
対
し
て
効
果
的
な
排
除
に
係
る
措
置
を
確
保

(c)
す
る
こ
と
が
で
き
る
程
度

両
締
約
国
政
府
及
び
当
該
執
行
活
動
の
対
象
者
に
と
っ
て
の
費
用
の
削
減
可
能
性

(d)

排
除
に
係
る
措
置
の
調
整
が
両
締
約
国
政
府
及
び
当
該
執
行
活
動
の
対
象
者
に
も
た
ら
す
潜
在
的
な
利
益

(e)
３

一
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
は
、
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
に
適
切
な
通
報
を
行
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、

執
行
活
動
の
調
整
を
い
つ
で
も
限
定
し
、
又
は
終
了
し
、
及
び
自
己
の
執
行
活
動
を
独
自
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
・
七
条

一
方
の
締
約
国
に
お
け
る
反
競
争
的
行
為
で
あ
っ
て
他
方
の
締
約
国
政
府
の
利
益
に
悪
影
響
を
及
ぼ

す
も
の
に
関
す
る
協
力
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１

一
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
は
、
他
方
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ
れ
た
反
競
争
的
行
為
が
自
国
政
府
の
重
要
な
利
益

に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
信
ず
る
場
合
に
は
、
当
該
反
競
争
的
行
為
に
関
す
る
自
己
の
執
行
活
動
か
ら
生
ず
る
紛
争
を
回
避
す

る
こ
と
の
重
要
性
及
び
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
が
当
該
反
競
争
的
行
為
に
関
し
て
よ
り
効
果
的
な
執
行
活
動

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
て
、
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
に
対
し
、
適
切
な
執
行

活
動
を
開
始
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

１
の
規
定
に
基
づ
く
要
請
に
は
、
反
競
争
的
行
為
の
性
質
及
び
当
該
要
請
を
行
う
競
争
当
局
が
属
す
る
締
約
国
政
府
の
重

要
な
利
益
に
当
該
反
競
争
的
行
為
が
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、
で
き
る
限
り
具
体
的
な
説
明
を
付
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
、

当
該
要
請
を
行
う
競
争
当
局
が
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
追
加
的
な
情
報
そ
の
他
協
力
に
つ
い
て
の
申
出
を
含
め
る
。

３

１
の
規
定
に
基
づ
く
要
請
を
受
け
た
競
争
当
局
は
、
当
該
要
請
に
お
い
て
特
定
さ
れ
る
反
競
争
的
行
為
に
関
し
、
執
行
活

動
を
開
始
す
る
か
否
か
、
又
は
現
に
行
わ
れ
て
い
る
執
行
活
動
を
拡
大
す
る
か
否
か
を
慎
重
に
検
討
す
る
。
当
該
要
請
を
受

け
た
競
争
当
局
は
、
当
該
要
請
を
行
っ
た
競
争
当
局
に
対
し
、
実
行
可
能
な
限
り
速
や
か
に
自
己
の
決
定
を
通
報
す
る
。
執

行
活
動
を
開
始
す
る
場
合
に
は
、
当
該
要
請
を
受
け
た
競
争
当
局
は
、
当
該
要
請
を
行
っ
た
競
争
当
局
に
対
し
、
当
該
執
行

活
動
の
最
終
的
な
結
果
を
通
報
し
、
か
つ
、
暫
定
的
な
進
展
の
う
ち
重
要
な
も
の
を
可
能
な
範
囲
で
通
報
す
る
。
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４

こ
の
条
の
い
か
な
る
規
定
も
、
１
の
規
定
に
基
づ
く
要
請
に
お
い
て
特
定
さ
れ
た
反
競
争
的
行
為
に
つ
い
て
執
行
活
動
を

行
う
か
否
か
に
関
し
、
当
該
要
請
を
受
け
た
競
争
当
局
が
自
国
の
競
争
法
及
び
執
行
政
策
の
下
で
有
す
る
裁
量
を
制
限
す
る

も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
当
該
要
請
を
行
っ
た
競
争
当
局
が
当
該
要
請
を
取
り
下
げ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
も
な
い
。

第
三
・
八
条

執
行
活
動
に
関
す
る
紛
争
の
回
避

１

一
方
の
締
約
国
政
府
は
、
自
己
の
執
行
活
動
の
あ
ら
ゆ
る
局
面
（
執
行
活
動
の
開
始
及
び
範
囲
に
関
す
る
決
定
並
び
に
各

事
案
に
お
け
る
罰
則
又
は
排
除
に
係
る
措
置
の
性
質
に
関
す
る
決
定
を
含
む
。
）
に
お
い
て
、
他
方
の
締
約
国
政
府
の
重
要

な
利
益
に
慎
重
な
考
慮
を
払
う
。

２

い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
政
府
が
、
他
方
の
締
約
国
政
府
に
よ
る
特
定
の
執
行
活
動
が
自
己
の
重
要
な
利
益
に
影
響
を
及

ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
に
通
報
し
た
場
合
に
は
、
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
は
、
自
国
の
法

令
に
適
合
す
る
限
り
に
お
い
て
、
当
該
執
行
活
動
の
重
要
な
進
展
に
つ
い
て
適
時
に
通
報
す
る
よ
う
努
め
る
。

３

一
方
の
締
約
国
政
府
の
執
行
活
動
が
他
方
の
締
約
国
政
府
の
重
要
な
利
益
に
悪
影
響
が
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
と
当
該
一

方
の
締
約
国
政
府
が
認
め
る
場
合
に
は
、
両
締
約
国
政
府
は
、
利
害
の
競
合
を
適
切
に
調
整
し
よ
う
と
す
る
に
当
た
り
、
次

の
要
素
そ
の
他
関
連
し
得
る
要
素
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
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執
行
活
動
を
行
う
側
の
締
約
国
に
お
け
る
行
動
又
は
取
引
が
、
他
方
の
締
約
国
に
お
け
る
行
動
又
は
取
引
に
比
し
て
有

(a)
し
て
い
る
反
競
争
的
行
為
に
つ
い
て
の
相
対
的
な
重
要
性

反
競
争
的
行
為
が
そ
れ
ぞ
れ
の
締
約
国
政
府
の
重
要
な
利
益
に
及
ぼ
す
相
対
的
な
影
響

(b)

反
競
争
的
行
為
に
関
与
し
て
い
る
者
が
、
執
行
活
動
を
行
う
側
の
締
約
国
に
お
け
る
消
費
者
、
供
給
者
又
は
競
争
者
に

(c)
影
響
を
及
ぼ
す
意
図
を
有
す
る
こ
と
に
関
す
る
証
拠
の
存
否

反
競
争
的
行
為
が
各
締
約
国
の
市
場
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
減
殺
す
る
程
度

(d)

一
方
の
締
約
国
政
府
の
執
行
活
動
と
他
方
の
締
約
国
の
法
令
又
は
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
の
政
策
若
し
く
は
重
要
な

(e)
利
益
と
の
間
の
抵
触
又
は
一
貫
性
の
程
度

私
人
（
自
然
人
で
あ
る
か
法
人
で
あ
る
か
を
問
わ
な
い
。
）
が
両
締
約
国
政
府
に
よ
る
相
反
す
る
要
求
の
下
に
置
か
れ

(f)
る
こ
と
と
な
る
か
否
か
。

関
連
す
る
資
産
及
び
取
引
の
当
事
者
の
所
在
地

(g)

締
約
国
政
府
の
執
行
活
動
が
、
反
競
争
的
行
為
に
対
す
る
効
果
的
な
制
裁
そ
の
他
の
排
除
に
係
る
措
置
を
確
保
す
る
こ

(h)
と
が
で
き
る
程
度
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同
一
の
私
人
（
自
然
人
で
あ
る
か
法
人
で
あ
る
か
を
問
わ
な
い
。
）
に
関
す
る
他
方
の
締
約
国
政
府
の
執
行
活
動
が
影

(i)
響
を
受
け
る
程
度

第
三
・
九
条

技
術
協
力

１

両
締
約
国
政
府
は
、
両
競
争
当
局
が
競
争
政
策
を
強
化
し
、
及
び
自
国
の
競
争
法
を
実
施
す
る
た
め
の
技
術
協
力
活
動
に

お
い
て
協
力
す
る
こ
と
が
共
通
の
利
益
で
あ
る
こ
と
に
合
意
す
る
。

２

１
に
規
定
す
る
技
術
協
力
活
動
の
形
態
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

研
修
の
た
め
両
競
争
当
局
の
職
員
を
交
流
さ
せ
る
こ
と
。

(a)

競
争
政
策
の
強
化
及
び
競
争
法
の
実
施
に
関
す
る
研
修
課
程
で
あ
っ
て
、
一
方
又
は
双
方
の
競
争
当
局
が
組
織
し
、
又

(b)
は
後
援
す
る
も
の
に
お
い
て
、
両
競
争
当
局
の
職
員
が
講
師
又
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
。

両
競
争
当
局
が
合
意
す
る
そ
の
他
の
形
態

(c)

第
三
・
十
条

透
明
性

一
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
は
、
次
の
こ
と
を
行
う
。

自
国
の
競
争
法
の
改
正
及
び
反
競
争
的
行
為
を
規
制
す
る
自
国
の
新
た
な
法
令
の
制
定
に
つ
い
て
他
方
の
締
約
国
政
府

(a)
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の
競
争
当
局
に
速
や
か
に
通
報
す
る
こ
と
。

適
当
な
場
合
に
は
、
自
国
の
競
争
法
に
関
連
し
て
発
出
し
、
及
び
公
表
し
た
指
針
又
は
政
策
声
明
の
写
し
を
他
方
の
締

(b)
約
国
政
府
の
競
争
当
局
に
提
供
す
る
こ
と
。

適
当
な
場
合
に
は
、
当
該
一
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
の
年
次
報
告
そ
の
他
の
公
表
資
料
で
あ
っ
て
、
公
衆
が
一

(c)
般
に
利
用
可
能
で
あ
る
も
の
の
写
し
を
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
に
提
供
す
る
こ
と
。

第
三
・
十
一
条

協
議

両
競
争
当
局
は
、
い
ず
れ
か
の
競
争
当
局
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
章
の
規
定
に
関
連
し
て
生
ず
る
こ
と
が
あ
る

い
か
な
る
事
項
に
つ
い
て
も
、
相
互
に
協
議
す
る
。

第
三
・
十
二
条

情
報
の
秘
密
性

１

こ
の
章
の
規
定
に
従
っ
て
一
方
の
締
約
国
政
府
か
ら
他
方
の
締
約
国
政
府
に
提
供
さ
れ
る
情
報
（
公
に
利
用
可
能
な
情

(a)
報
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
一
方
の
締
約
国
政
府
が
別
段
の
承
認
を
与
え
た
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
他
方
の
締

約
国
政
府
は
、
自
国
の
競
争
法
の
効
果
的
な
執
行
の
た
め
に
の
み
使
用
す
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
第
三
者
に
伝
達
し
て
は

な
ら
な
い
。
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こ
の
章
の
規
定
に
従
っ
て
一
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
か
ら
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
に
提
供
さ
れ
る
情

(b)
報
（
公
に
利
用
可
能
な
情
報
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
一
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
が
別
段
の
承
認
を
与
え

た
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
は
、
自
国
の
競
争
法
の
効
果
的
な
執
行
の
た
め
に
の
み
使

用
す
る
も
の
と
し
、
か
つ
、
第
三
者
又
は
他
の
当
局
に
伝
達
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

１

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
章
の
規
定
に
従
っ
て
情
報
（
公
に
利
用
可
能
な
情
報
を
除
く
。
）
を
受
領
す
る
一
方

(b)

の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
は
、
他
方
の
締
約
国
政
府
の
競
争
当
局
が
別
段
の
通
報
を
行
う
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
情
報

を
競
争
法
の
執
行
の
た
め
に
当
該
一
方
の
締
約
国
政
府
の
関
連
す
る
法
執
行
当
局
に
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
法
執

行
当
局
は
、
次
条
に
規
定
す
る
条
件
に
従
っ
て
当
該
情
報
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

一
方
の
締
約
国
政
府
は
、
自
国
の
法
令
に
従
い
、
他
方
の
締
約
国
政
府
が
こ
の
章
の
規
定
に
従
っ
て
秘
密
の
も
の
と
し
て

提
供
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
の
秘
密
性
を
保
持
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
が
当
該
情
報
の
開
示
に
同
意
す
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

一
方
の
締
約
国
政
府
は
、
秘
密
性
又
は
情
報
の
使
用
目
的
の
制
限
に
関
し
、
自
己
が
要
請
す
る
保
証
を
他
方
の
締
約
国
政

府
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
に
提
供
す
る
情
報
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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５

こ
の
章
の
他
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
国
政
府
も
、
自
国
の
法
令
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
場

合
又
は
自
己
の
重
要
な
利
益
と
両
立
し
な
い
と
認
め
る
場
合
に
は
、
他
方
の
締
約
国
政
府
に
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
要
し

な
い
。
特
に
、

日
本
国
政
府
は
、
独
占
禁
止
法
第
三
十
九
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
「
事
業
者
の
秘
密
」
（
第
三
・
六
条
１

の
規

(a)

(b)

定
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
照
会
の
結
果
と
し
て
関
係
事
業
者
の
同
意
を
得
て
提
供
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
モ
ン
ゴ
ル
国

政
府
に
提
供
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

モ
ン
ゴ
ル
国
政
府
は
、
千
九
百
九
十
五
年
五
月
十
六
日
の
組
織
の
秘
密
に
関
す
る
法
律
第
三
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け

(b)
る
「
組
織
の
秘
密
」
を
日
本
国
政
府
に
提
供
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

６

こ
の
条
の
規
定
は
、
情
報
を
受
領
し
た
締
約
国
政
府
が
、
自
国
の
法
令
に
従
っ
て
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
限
度
に
お
い

て
、
当
該
情
報
の
使
用
又
は
開
示
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
当
該
情
報
を
受
領
し
た
締
約
国
政
府
は
、
可
能
な
限
り
、
当

該
情
報
を
提
供
し
た
締
約
国
政
府
に
対
し
当
該
使
用
又
は
開
示
に
つ
い
て
事
前
に
通
報
す
る
。

第
三
・
十
三
条

刑
事
手
続
の
た
め
の
情
報
の
使
用

１

こ
の
章
の
規
定
に
従
っ
て
一
方
の
締
約
国
政
府
か
ら
他
方
の
締
約
国
政
府
に
提
供
さ
れ
る
情
報
（
公
に
利
用
可
能
な
情
報
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を
除
く
。
）

に
つ
い
て
は
、
当
該
他
方
の
締
約
国
の
裁
判
所
又
は
裁
判
官
が
行
う
刑
事
手
続
に
お
い
て
使
用
し
て
は
な
ら

な
い
。

２

こ
の
章
の
規
定
に
従
っ
て
一
方
の
締
約
国
政
府
か
ら
他
方
の
締
約
国
政
府
に
提
供
さ
れ
る
情
報
（
公
に
利
用
可
能
な
情
報

を
除
く
。
）
を
当
該
他
方
の
締
約
国
の
裁
判
所
又
は
裁
判
官
が
行
う
刑
事
手
続
に
お
い
て
提
示
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る

場
合
に
は
、
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
は
、
当
該
情
報
に
対
す
る
要
請
を
外
交
上
の
経
路
又
は
当
該
一
方
の
締
約
国
の
法
令

に
従
っ
て
設
け
ら
れ
た
そ
の
他
の
経
路
を
通
じ
て
当
該
一
方
の
締
約
国
政
府
に
提
出
す
る
。

第
三
・
十
四
条

連
絡

こ
の
章
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
章
の
規
定
に
基
づ
く
連
絡
に
つ
い
て
は
、
両
競
争
当
局
間
で
直
接

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
三
・
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
通
報
及
び
第
三
・
七
条
１
の
規
定
に
基
づ
く
要
請
に
つ
い
て

は
、
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
、
書
面
に
よ
り
確
認
す
る
。
そ
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
関
係
す
る
連
絡
が
両
競
争
当
局
間
に
お
い

て
行
わ
れ
た
後
、
実
行
可
能
な
限
り
速
や
か
に
行
う
。

第
三
・
十
五
条

雑
則

１

こ
の
章
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
の
詳
細
な
取
決
め
は
、
両
競
争
当
局
間
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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２

こ
の
章
の
い
か
な
る
規
定
も
、
他
の
二
国
間
又
は
多
数
国
間
の
協
定
又
は
取
決
め
に
従
っ
て
両
締
約
国
政
府
が
相
互
に
支

援
を
求
め
、
又
は
提
供
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

３

こ
の
章
の
い
か
な
る
規
定
も
、
管
轄
権
に
関
連
す
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
関
す
る
い
ず
れ
の
締
約
国
政
府
の
政
策
又
は
法
的

立
場
を
も
害
す
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

こ
の
章
の
い
か
な
る
規
定
も
、
他
の
国
際
協
定
若
し
く
は
国
際
的
な
取
決
め
又
は
自
国
の
法
律
に
基
づ
く
い
ず
れ
の
締
約

国
政
府
の
権
利
及
び
義
務
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。


